
令和２年２月 20日 

 

保護者各位 

上市町教育委員会 

 

学校における新型コロナウイルスに関連した感染症対策について（第３報） 

 

 このことについて、下記のとおり文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課から通知がありま

した。 

 各家庭におかれましては、ご確認いただき、対応をよろしくお願いします。 

 

記 

 

１ 基本的な感染症対策の徹底 

  手洗いや咳エチケットなどの基本的な感染症対策を徹底してください。 

 

２ 日常の健康管理や発熱等の風邪の症状がみられる場合の対応 

  免疫力を高めるため、十分な睡眠、適度な運動やバランスのとれた食事を心がけるよう努めて

ください。 

  また、学校との連携を密にし、健康観察を徹底して行い、お子さまに発熱等の風邪の症状が見

られるときは、無理をせずに自宅で休養するようにしてください。 

 

３ 今回の新型コロナウイルス感染症に関し、「学校保健安全法第 19 条による出席停止」とする目

安は以下のとおりです。 

  ・風邪の症状や 37.5 度以上の発熱が４日以上続く場合（解熱剤を飲み続けなければならない場

合も同様） 

  ・強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある場合 

  ・医療機関において新型コロナウイルスに感染していると診断された場合 
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令和２年２月 20日 

 

保護者各位 

 

上市町教育委員会 

 

児童生徒等に新型コロナウイルス感染症が発生した場合の対応について（第４報） 

 

 このことについて、文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課から通知がありました。 

 各家庭におかれましては、下記のとおりの対応が想定されますので、ご理解のほどよろしくお願

いします。 

 

記 

 

【この感染症に罹患した児童生徒が出た場合】 

 

  ・県は、その発生情報を本人又は保護者の同意を得て、学校等へ連絡する。 

 

  ・校長は、感染症に罹患した児童生徒に対して、治癒するまでの間、出席停止の措置をとる。 

（学校保健安全法第 19条により） 

   

  ・県は、地域での流行早期の段階に行われる公衆衛生対策の観点からの休業の必要性について 

判断し、必要があると判断した場合、上市町に対し、学校の全部または一部の臨時休業を要

請する。 

 また、県は、感染のおそれがある児童生徒について、必要と認めた場合には、校長に対し、

出席停止の措置をとるよう要請する。 

   

・県から要請がない場合であっても、上市町は、地域ですでに感染が拡大しており、学校におい

て多数の発症者がいる場合などには（学校運営上の対策を講じる目的などの観点から）必要な

臨時休業を行うことができる。 


